
平 成 1 5 年 度  第 1 回 拡 大 理 事 会 抄 録  

 
日 時 ： 平 成 1 5 年 ８ 月 1６ 日 （ 土 ） Ｐ Ｍ 1 3 : 0 5～ 1 6 : 5 2  
場 所 ： 東 京 都 立 保 健 科 学 大 学  
出 席 ： 杉 原（ 会 長 ）、中 村（ 春 ）、山 根（ 副 会 長 ）、荻 原（ 事

務 局 長 ）、冨 岡 、古 川 、長 谷 川（ 監 事 ）、岩 瀬 、香 山 、

鶴 見 、曳 地 、比 留 間 、松 房（ 常 務 理 事 ）大 丸 、片 岡 、

小 林 、 長 尾 、 中 村 （ 茂 ）、 早 川 （ 昭 ）、 日 垣 （ 理 事 ）、

石 塚 、 浅 井 、 小 林 、 三 沢 、 服 部 、 塚 原 、 奈 良 、 東 、

佐 藤 、 毛 束 、 志 水 、 岩 崎 、 佐 竹 、 森 山 、 小 野 、 星 、

庄 司 （ 部 ・ 委 員 長 ）、 大 嶋 （ 士 会 連 絡 協 議 会 長 ）  
  委 任 状 提 出 ： 山 田 (常 務 理 事 )、 大 熊 、 山 本 (理 事 )  
Ⅰ 各 部 長 ・ 委 員 長 委 嘱  議 事 終 了 後 委 嘱 状 手 交  

 
Ⅱ 審 議 事 項  
１ ． 認 定 作 業 療 法 士 の 位 置 づ け に つ い て （ 岩 瀬 担 当 理

事 ・ 小 林 教 育 部 長 ） 一 定 以 上 の 作 業 療 法 の 臨 床 、 実 践 能

力 、 教 育 、 研 究 、 管 理 運 営 能 力 を 持 つ 作 業 療 法 士 を ( 社 )

日 本 作 業 療 法 士 協 会 が 認 定 し 、 作 業 療 法 に 関 す る 水 準 の

維 持 向 上 を 図 り 、 も っ て 国 民 の 保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉 に 寄 与

す る こ と を 目 的 と す る 。 認 定 作 業 療 法 士 取 得 プ ロ セ ス に

つ い て 、 認 定 の 詳 細 に つ い て 、 新 人 教 育 プ ロ グ ラ ム と の

リ ン ク に つ い て 、 特 例 制 度 等 に つ い て 質 問 、 意 見 が 出 さ

れ た 。 今 後 検 討 を 重 ね る が 、 大 枠 に つ い て 承 認 し た 。   

 

２ ． 作 業 療 法 士 教 育 の 最 低 基 準 及 び 審 査 基 準 に つ い て

（ 岩 瀬 、 日 垣 担 当 理 事 ・ 小 林 教 育 部 長 ） 臨 床 実 習 時 間 に

つ い て W F O T 基 準 と の 関 連 に つ い て 等 の 意 見 が 出 さ れ た 。 

8 月 末 開 催 の 委 員 会 で 再 度 検 討 の 結 果 、 理 事 会 に 提 案 す

る 。 意 見 は 教 育 部 ま で 提 出 す る 。     

                              

３ ．  精 神 科 作 業 療 法 の 施 設 基 準 等 改 定 （ 案 ） に つ い て

（ 比 留 間 担 当 理 事 ） 1 )精 神 科 作 業 療 法 の 目 的 を 明 示 2 )
精 神 科 作 業 療 法 （ Ⅰ ）、（ Ⅱ ） の 区 分 設 定 3 )作 業 療 法 実

施 計 画 書 を 作 成 し 、 治 療 計 画 に 基 づ く 治 療 実 践 等 を 主

旨 と し た 改 定 案 を 提 示 し 厚 生 労 働 省 と 交 渉 し た 。 基 本

的 な 線 と し て 承 認 。細 部 に つ い て 意 見 を も と に 検 討 し 、

8 月 1 8 日 厚 生 労 働 省 へ 改 定 案 を 提 出 予 定 。  → 承 認  
                              

４ ．  診 療 報 酬 対 策 推 進 担 当 に つ い て （ 杉 原 会 長 ） 今 後
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の 検 討 作 業 等 を 各 部 に 依 頼 し た こ と に よ っ て 担 当 と し て

の 役 割 を 終 了 す る 。 新 た な 課 題 、 緊 急 課 題 に つ い て は プ

ロ ジ ェ ク ト を 構 成 し て 対 応 し て い く 。    → 承 認  
 
５ ． 作 業 療 法 白 書 の 分 掌 事 項 に つ い て （ 杉 原 会 長 ） 5 年

ご と に 発 行 し て い る 白 書 に つ い て 、 従 来 は 特 設 委 員 会 で

分 掌 し て き た が 、 今 後 は 企 画 調 整 委 員 会 の 分 掌 事 項 と す

る 。                  → 承 認  
 
６ ． そ の 他  
1 )ス カ イ パ ー フ ェ ク テ レ ビ の 番 組 に つ い て （ 岩 瀬 理 事 ）  
教 育 部 の 提 案 と し て ス カ イ パ ー フ ェ ク テ レ ビ の 放 映 に つ

い て 、 移 行 期 は 5 0 分 の 番 組 を 見 て 1 レ ポ ー ト 書 い た 時

点 で テ ー マ の 1 つ を 終 了 し た 形 に し た い 。   → 承 認  
2 )事 務 局 機 能 強 化 に つ い て （ 比 留 間 理 事 ） デ ー タ や 情 報

の 蓄 積 が 今 後 ま す ま す 重 要 に な る と 思 わ れ る の で 、 事 務

局 の 中 に 専 任 職 員 を 人 員 配 置 す る こ と に つ い て は 、 来 年

度 に 向 け て 検 討 し て い く 。        
 

Ⅱ 報 告 事 項  
１ ． 部 員 ・ 委 員 の 概 況 に つ い て （ 荻 原 事 務 局 長 ） 各 部 ・

委 員 会 の 人 員 は 8 月 1 4 日 現 在 3 4 3 名 。 部 員 ・ 委 員 の 追

加 等 に つ い て は 事 務 局 に 連 絡 。  
 
２ ． 養 成 校 関 連 に つ い て （ 荻 原 事 務 局 長 ） 厚 生 労 働 省 医

政 局 医 事 課 が 教 員 数 、 経 験 年 数 に 関 し て 虚 偽 申 請 と し て

現 在 対 応 中 の 事 例 が １ 件 あ が っ て い る 。  
 
３ ． Ｊ Ｉ Ｍ Ｔ Ｅ Ｆ 研 修 生 決 定 に つ い て （ 佐 藤 国 際 部 長 ）  
選 考 の 結 果 、 8 名 の 研 修 生 受 け 入 れ 、 う ち 1 名 が 作 業 療

法 士 。研 修 先 は 福 岡 と 福 島 。研 修 期 間 は 9 月 8 日 ～ 1 1 月
2 8 日 。  
 
４ ． 合 同 研 修 会 の 実 施 手 順 に つ い て （ 毛 束 企 画 調 整 委 員

長 ） 8 月 1 6 日 （ 土 ） ～ 1 7 日 （ 日 ） 実 施 。 士 会 よ り 五 十

数 名 が 参 加 予 定 。  
５ ． 韓 国 作 業 療 法 士 等 と の 交 流 に つ い て （ 杉 原 会 長 ） 8
月 6 日 、韓 国 の 理 学 療 法 士 も 含 め て 1 3 名 が 協 会 を 訪 問 。

会 長 、 冨 岡 W F O T 代 表 、 中 村 （ 春 ） 副 会 長 、 松 房 広 報 担

当 理 事 、 三 沢 広 報 部 長 が 対 応 。 協 同 医 書 出 版 よ り 「 全 書
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シ リ ー ズ 」、 協 会 よ り 「 マ ニ ュ ア ル 」 を 贈 呈 す る 。  
 
6 そ の 他 1 )経 済 産 業 省 日 本 工 業 基 準 調 査 会 標 準 部 会 報 告

（ 古 川 監 事 ） 8 月 6 日 開 催 。 福 祉 用 具 技 術 分 野 に お け る

標 準 化 戦 略 を 検 討  2 ) 精 神 障 害 者 の 地 域 支 援 の 在 り 方 に

関 す る 検 討 会 開 催 要 綱 （ 案 ）（ 鶴 見 理 事 ） 8 月 初 旬 厚 生 労

働 省 よ り 委 員 と し て 参 加 要 請 。 精 神 福 祉 対 策 に お け る 3
部 会 の う ち の 1 部 会 。9 月 か ら 開 催  3 )選 挙 業 務 報 告 書（ 荻

原 事 務 局 長 ） 前 回 理 事 会 提 出 資 料 の 差 し 替 え 。 三 役 ・ 理

事 ・ 部 長 ・ 委 員 長 連 絡 一 覧 に つ い て 、 訂 正 は 事 務 局 へ 連

絡  4 )調 査 部 よ り の 依 頼 事 項 （ 岩 瀬 理 事 ） 各 部 局 で H P 担

当 を 決 定 し て 調 査 部 長 に 連 絡 し て ほ し い 。 各 部 よ り の 情

報 発 信 あ た っ て は 調 査 部 に 尋 ね て か ら に し て ほ し い 。 5 )
Ｏ Ｔ 月 間 Ｃ Ｍ 、「 オ ペ ラ 」 に つ い て （ 三 沢 広 報 部 長 ） 医 療

福 祉 チ ャ ン ネ ル で Ｏ Ｔ 月 間 の Ｃ Ｍ 放 映 中 。「 オ ペ ラ 」企 画

案 に つ い て 意 見 を 寄 せ て い た だ き た い 。  
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